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臨時休業の延長について

新緑の候 皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素は、本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

さて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、久御山町立学校の臨時休業措置を延長すること

となりました。本校では、下記のように対応いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

記

１ 臨時休業延長期間について

令和２年５月７日(木)～５月31日(日) ※部活動も中止

２ 分散登校日について

① 日時 ３年生 ２年生 １年生 １組 ９:00～９:30の間に登校

５月12日(火) 13日(水) 14日(木) ２組 ９:45～10:15の間に登校

５月19日(火) 20日(水) 21日(木) ３組 10:30～11:00の間に登校

５月26日(火) 27日(水) 28日(木) ４組 11:15～11:45の間に登校

② 内容 ・ 生徒の健康状況や学習状況の把握、学習課題の回収や配付を行います。

なお、学習課題については予習学習を含めた自主学習課題を配付します。

③ 方法 ・ 教室で着席せずに、出入り口を一方向にした“ドライブスルー方式”により３密を回

避します。

・ 場所については、登校時に生徒へ指示をします。

④ その他 ・ 発熱や体調不良、また感染拡大防止の観点で欠席される場合は、登校時間までに電話

にて連絡をお願いします。

・ 欠席の場合は、課題配付のため家庭訪問を予定しておりますが、感染拡大のご心配な

どがある場合は、個別に対応しますのでご連絡ください。

３ 教育相談について

臨時休業中に、お子様のことで不安や心配、また学習方法などで緊急にお困りの場合は、学校まで

ご連絡ください。なお、感染拡大防止の対策として教職員の交代勤務実施のため、速やかに対応でき

ないことがありますが、ご理解、ご協力をお願いします。

４ 学習について

「自宅学習」期間の延長です。各学年で示された学習内容を中心に、Ｗｅｂ配信の活用や教科書を

使用した主体的な学習を行うようご指導ください。また、生活計画表（学習・健康観察）を活用し、

心身ともに自立に向けた力の育成へのご支援をお願いします。

なお、本校のＷｅｂ配信は学習の補助機能として活用ください。

５ 留意事項について

(１) 休業中の生徒の様子を確認するため、家庭訪問や電話連絡をすることがあります。

(２) 休業延長措置は感染防止、安全確保が目的です。不要な外出を控えてください。これまで以上の

『密閉、密集、密接』３密を避けた行動を心がけるご指導をお願いします。

(３) ほけんだより「えがお」を参照していただき、家庭内でも「手洗い」「うがい」の励行、十分な

睡眠と栄養に留意し、予防対策についてもご指導ください。

※ このお知らせは４月30日現在のものであり、社会情勢等により変更が生じた
場合は、本校ホームページとメール配信により連絡します。ご確認ください。


